
植民地主義と東南アジアの形成
イ ギ リスの地 域 アプ ローチ とその遺産
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第二次世界大戦後、イギ リスは二度 と戦前並のアジアへの影響力を取 り戻すことはなか った。

しか し、少な くとも1950年 代前半までは、東南アジア領域に最 も大きな影響を与えた域外 国で

あったのは確かである。太平洋戦争前後の イギ リスが東南アジアをどのように捉え、どのよう

に扱お うとしたのかを探 ってみたい。題材 としては、イギ リスの地域全体 に対するアプローチ

が端的に表れたポス トとして、 シンガポールの東南アジア総弁務官の設置 とその役割の変遷に

注目 したい。 さらにそ こに表れたイギ リスの地域認識が、他の域外関連諸国の地域認識、域内

住民の自律的な地域認識にどの程度の影響を与えたか、それはどのような枠組みであったかを

考えてみたい。

1.イ ギ リスのア ジア管轄区分の変遷

背景説明 として、イギ リスの管轄が どの ように動いていったかを簡単に述べておきたい。イ

ギ リスのアジア支配はインドか ら始まり、 ビルマ、マラヤにつ いて も、イ ンドの延長として捉

え られてきた。両方ともかなり長い間イ ンド省の管轄下におかれ、イギ リスの外務省では、戦

前はイ ン ドよりも東の地域をお しなべて 「極東」と して扱 って いた。東南ア ジア局がで きるの

は戦後のことになる。植民地省の部局区分で も、1949年 になって初めて東南アジァ局が作 られ

た。 「東南アジア」と現在言われているよ うな地域の、イギ リスにとっての重要性が高まるの

は、主 に20世 紀初め頃からのマラヤへの経済的依存の強まりと、1920年 代の シンガポール基地

建設による。 しか し決定的にイギ リスの威信への打撃が与えられ、イギ リスが東南アジァの重

要性を再認識す るのは、 日本軍によるシンガポール陥落 とマラヤ占領とい うことになるだろう。

イギ リスはこの後、威信をかけてマラヤへの復帰を図ることになる。戦後 は、脱植民地化ナ

ショナ リズムの圧力を受け、ヨーロッパ、中東で も同時にコミットメン トを しなければな らず、

財政、軍事力が逼迫す る中で、どのようにこの地域に影響力を保持 しっっ、東南アジア植民地

か ら撤退 してい くかということが、イギ リスに とって大きなテーマとなった。

1943年8月 に、連合軍の東南アジア最高司令部が設置 されたが、一般にこの時に初あて 「東

南ア ジア」という呼称が公的、国際的に使われたとされている。 この司令部の管轄はイギ リス

が担当す ることにな り、本部 はイ ンドか ら後 にセイロンに移 り、最終的 に日本軍降伏の後、1945

年11月 にシンガポールに移 された。また日本軍降伏 と同時に東南アジア司令部の管轄は、主 と
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してアメ リカの意向で東に拡大された。その結果、ジャワやニューギニ ア、北緯16度 線以南の

イン ドシナなど、旧蘭領、旧仏領を含む地域が管轄 に加え られた。その後、 イギ リスはイン ド

ネシア、イ ンドシナか らは、それぞれオランダ、フランスの復帰を補助、あるいは調整 しっっ、

アメ リカの反対を押 しきる形で1946年 末まで には撤退 し、軍事的な司令部 は廃止 された。 しか

し終戦時の、アメリカはフィリピンか ら東を、イギ リスはイン ドシナ、 イン ドネシアか ら西 を、

という分割 は、政治外交面で残 ることになり、後で触れ るように英米双方と現地住民の地域認

識 にも影響を与えたと考え られる。

2.戦 前の総弁務官設置構想 「縦の制御」から 「横の連携」へ

このよ うな背景の中で、東南アジア総弁務官の意義 と役割を考えてみたい。 「東南ア ジア」

とい う用語が初めて公式に使われ、一 まとまりとしてこの地域が認識 されたのは、東南アジァ

司令部の設置によるとされている。また、東南アジアが 「協力の場」という形で、英米や域内

の一部の リーダーに認識されたのは、一般に1949年 以降の共産主義の脅威への対処の中か らで

あ ると言われている。 この双方とも、 ブルース ・ラセ ットの表現 を借 りれば、英米による 「コ

ントロール行使の装置と しての地域」という他律的な認識が核になっていると思われる。特に、

軍事戦略面での意味が突出 している。

しか し同 じく他律的認識ではあるが、イギ リスに関する限 りは、東南アジア地域が横の連帯

の必要な 「場」として、あるいは 「協力の場」として認識され始めたのは、 もっと早い時期で

はないかと考えている。それは既に、太平洋戦争直前に原型を もつ総弁務官の設置に看て取れ

るのではないか。今 までのイギ リス植民地政策史等の研究で は、総弁務官の役割 は主と して英

領マラヤの非植民地化と、共産ゲ リラ対策との関係で論 じらることが多か ったが、このポス ト

にはむ しろ別の意義があ ったと考え られる。

総弁務官設置の経緯を簡単に述べておきたい。1941年 の8月 、 日本軍:侵攻の約4ヶ 月前 に、

シンガポール周辺地域の軍事 ・民政 当局の連携状況 を調査 したイギ リス内閣の一閣僚(ラ ンカ

スター公領大法官)が いた。彼は、10月 の報告書で、 この地域の各当局の連携の必要性 を指摘

し、 シンガポールに総弁務官(CommissionerGeneral)を 設置す るよ う提案 している。12月 の

日本軍マラヤ侵攻をうけて、提案 した本人が弁理公使 としてシンガポールに赴任 させ られたが、

シンガポール陥落の1942年2月 に、い ったん このポス トは引きあげ られた。 しか し翌年、1943

年9月 には前に述べた東南 アジア司令部が設置され、その最高司令官の政治顧問 という形で、

外務省のアジア専門家が赴任 し、同様に司令部管轄内の非軍事部門の連携を引き継 ぐことに
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なった。

この ことか ら、イギ リス当局間の連携ではあったが、地域内の現地当局同士の横の連携の必

要性は、1941年 の時点で既 に認識されていた ことがわかる。植民地省の1942年12月 の文書では、

「マラヤ陥落の一番の教訓 は、地域的オーソ リティーの存在価値を認識 したことである」 と、

特に非軍事部門の連携と、地域全体の統括の重要性が強調 された。同時に この文書 は東南アジ

アのみな らず、 「東アフリカ」や 「西太平洋」、 晒 イン ド」 という領域 にも、地域内の連携

を図 る機構をお く必要があ ると示唆 してい る。 これが戦後 の各地域へ の高等弁務官(High

Commissioner)の 設置に繋が り、その うちの幾っかはそれぞれの地域統合の試みの核 にな っ

ていった。

3.総 弁務官による 「横の連携」の確立へ

総弁務官ポス トの役割 は、戦後へ向けてどう確立されていったのだろうか。1945年6月 には、

司令官の政治顧問自身が、最高司令部か らの政治顧問ポス トの独立を提案 した。各管轄内のテ

リトリーの意見やニーズを もっと配慮する必要がある。そ して英領同士のみではな く、管轄内

の非英領の状況 との連携や調整をはかることも重要であると指摘 している。 この提案をロン ド

ン政府側 も積極的に検討することになる。

この変化の背景 には次のような点があったと思われる。この地域の日本か らの解放直後に、

政治経済の緊急課題が増大することをイギ リスは予想 していた。連合軍司令部内のポス トでは、

反植民地主義的なアメリカとの調整が必要になり、そこでイギ リスが旧英領への復帰に関わる

事項を扱 って も、難航するのではないかという危惧があ った。そこでポス トの独立 という考え

方が出て きたことになる。同時に、イギ リスはシンガポール陥落によって、地域住民であるア

ジア人の信頼を決定的に失 ったと考え、戦後の イギ リスの復帰が地域住民 に 「猜疑心」を もっ

て見 られているとい う意識を持 っていた。それに加えて脱植民地 化ナショナ リズムが高まり、

それを刺激 しないためにも、非英領 も含めた現地のニーズへの配慮が必要であると考えていた。

もう一つ背景 として考え られるのは、域内共通問題の認識が生 じて きたことだろう。具体的

には食糧供給の問題、特に米の供給が緊急課題であ った。それから独立運動やナショナ リズム、

中国系住民の問題、経済復興と開発の問題 も、域内に共通の問題 として択え られた。 また、経

済、民政、外交が重視 されるべ きであり、同時に地域における諸問題が相互に絡み合い、一部

が全体に影響す るような状況になっていると理解 され、非英領 も含めた形で地域を全体と して

捉える必要が認識 された と思われる。
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これに伴 ってイギ リスの対処の仕方は、大 きく分 けて二つの点で変化 した。 まず一 っは、

「帝 国的アプローチ」か ら 「地域的アプローチ」へ というものである(注1)。 外務省高官

(極東局長)の 言葉を引用す れば、それぞれの英領が戦前 のように 「水 も漏 らさぬ諸区画」に

仕切 られて、それぞれがバラバラに垂直な形でロン ドンと繋が っているの は望ま しくな く、非

英領 も含め、横のっなが りを持 って全体 としての 「地域的基盤」の上で機能す るべ きである、

という考え方である。彼 はまた、東南アジア司令部の存在が このような 「地域的アプローチ」

の機会を提供 し、さ らに司令部はその軍事的任務が終わったら、 「何 らかの地域的組織の基盤

を作 る」機会 も提供 して くれているのだ という、新 しい読み も提示 している。 もう一っは 「ト

ラスティーシップ」か ら 「パー トナーシップ」へ という変化である(注2)。 これはアジア人

の対英 「猜疑心」への考慮であり、信託による統治 という名分のもとでの上か らのアプローチ

に対 し、より対等の立場か らの対植民地アプローチへ と変化 している。

以上のようなイギ リスの対東南アジア政策の変化を うけて、ig46年3月 、政治顧問に代わる

もの として特別弁務官(SpecialCommissioner)が 設置 され る。 このポス トは、1948年2月 か

らは英領総督を吸収合併 し、総弁務官 と名称を変え る。その時に英領総督であ ったマルカム ・

マク ドナル ドが総弁務官 に就任 し、彼 は7年 間の長 きにわた ってそのポス トに就 くことになる。

総弁務官 ポス トの役割に対 して、マ ク ドナル ドが与えた個人的影響 も非常に大きい ものだ った。

特別弁務官 と して設置された段階で、 イギ リスはそのポス トの管轄地域 と'して 「東南 アジ

ア」を定義 した。 これが イギ リスの認識と考 えられるが、ビルマ、セイロン、マラヤ、 ボルネ

オ、仏領 インドシナ、タイ、蘭領東イン ド、そして香港をその領域 としている。現在の 「東南

アジア10力 国」との違いは、香港が英領と してマラヤと一緒に東南アジアに入ってお り、セイ

ロンも入 っている。それか らもう一点、フィリピンがないという決定的な違いがあ る。

イギ リスは、地域協力はまず東南ア ジアか ら、 と主張 し、極東(中 国、韓国、 日本)は 、東

南アジアに何 らかの安定的なシステムがで きた後で加えればよいと考えていた。同時に、東南

アジア諸国は外か らの リー ドがなくては、今のところ自発的にまとまる諸条件 はな く、 イギ リ

スがその主要な役割を果たすべきだ、と自負するに至 った。 ただ し、地域内のライバル関係が

克服されない うちは、域内連帯や協調は難 しいので、 さし当た り地域機構のような ものは不可

能であると考えた。結果 としてイギ リスは、 まず政治分野で、将来のよ り大きな協力のための

地均 しを行 うという目標を設定 した。これが1949年 頃の ことである。 これは言い換えれば、東

南ア ジァ地域の自律的な地域認識を養成 しようとしたのではないか、 とみることもできる。 こ

れによってイギ リスは自らを地域協力のパ イオニアと位置づけは じめた。 この地域に宗主国と
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しての経験があるということや、西洋諸国の中で、戦後復帰においてア ジアのナ ショナ リズム

と最 もうまく折 り合 いを付けられたとい う自信が、そのよ うな意識 をもたらしたのだろ う。

イギ リスのこういった考え方が、特別/総 弁務官の次のような役割に反映されていった。全

体 として、主に域内対話、協力への努力がなされ、テクニカル、実務的な分野 として、経済、

社会福祉、文化面での協力 ・連携か ら、少 しずつ他の領域に協力が及んでい くことが期待 され

ていたようだ。 まず域内の交流推進、仲裁の努 力が行われた。イギ リス人駐在官の間のみな ら

ず、現地人 リーダーを巻 き込む形で、 コミュニケーションの拡大をはかる努力がなされた。例

えば総弁務官が頻繁に各地を訪問 した り、イン ドネシア人 リーダーとオランダの仲裁を行 う。

タイ、マラヤの現地人官吏を巻 き込んだ形で、国境協力 ・協議を推進す る。

それか ら、総弁務官が、東南アジア政治家、駐在官の会合の場を提供 したという役割 も大 き

かった。初めの仕事 としては、緊急課題 としての米需給問題の解決のために国際会議を開 き、

域内月例会 ももった。各政府、領域のアジア人代表 も参加 した社会福祉会議を開催 した。また、

毎年、総弁務官の公邸でイギ リスの域内駐在官を集めた会議(ブ キ ッ トセ レン会議、のちマ レ

イグ会議)が 行われ、域内問題を主体 に して、米の問題、復興の問題、中国系住民の問題、 コ

ロンボ ・プランの問題、さらには戦後の 日本が域内へ経済的に復帰 して くるのをどう扱 うか と

いう問題 も討議された。 これによって現地にい る駐在官等の意見が、ロン ドンに反映されるよ

うにな った。内閣極東委員会の当時の コメン トを引用すれば、 「総弁務官の公邸は、域 内のあ

らゆる場所か らの政治家達の公認の ミーティング ・プレイスになった」と、イギ リス側 も位置

づけていたことがわかる。総弁務官 は、同時に英連邦 も活用するという形で、 コロンボ ・プラ

ンに見 られるように、南アジアを取 り込む努力、つなが りを活かす努力 もしている。また域外

関連諸国への協力要請 もしていた。特に経済分野へのアメリカの協力を期待 し、 「イギ リスが

経験を与え、アメリカが資金を与え る」という形の協力を構想 して いた。

以上のような総弁務官の努力はどのような成果をあげたのだろうか。同 じくイギ リスの内閣

極東委員会の表現を借 りれば、1952年 の時点でrリ ージョナル ・コンシャスネス(地 域意識)が

育て られっつある」とい う評価が行われた。 しか し、東南ア ジアは同時 に域外か らの影響に、

より大 きく左右 され るようにな って きているという見解 も出 されてい る。現に冷戦の波及に

よって、総弁務官の役割 と域内関係の様相 も変わってい くことにな る。

4.冷 戦による総弁務官の役割の変質 「縦の制御」の復活

東南ア ジアの冷戦の波及により、イギ リスは、戦略面を再 び重視す るようになった。域内諸
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国に共産化の危機の認識を求め始め、同時 にアメ リカの協力を求める。そ して域内交流にも変

質が見 られた。具体的にはブ リテ ィッシュ ・カウンシルによる教育普及や英国留学の推進。イ

ギ リス政府による労働組合 とのコンタクトや指導の強化。警察官訓練における域内交流。重点

が戦略面に変わ ってい くのと同時に、ロン ドンと植民地あるいは域内各国とい う垂直的なコン

トロールが再び強化されて いったのが看て取れ る。

この同 じ頃に、総弁務官 ポス トの廃止という議論が出てきた。 これは植民地省、軍関係を中

心に出され、外務省の一部で も賛同 されていた。背景には、反共戦略への注 目の中で、マラヤ

やその周辺での総弁務官の軍事的な役割が、あ まりに弱す ぎるとい う不満が あ った。 また、

「横の連携」だけでは足 りない、とイギリスのよ り強力なアプローチへの要求があ った。同時

に、総弁務官であるマク ドナル ド個人に対 して も、彼が`Asian-minded'に なりすぎて、アジ

ァ人の見解をロン ドンに伝えることばか り重視 し、イギ リス政府の意向を現地の リーダーに伝

えることを疎かに している、とい う批判が、1954年 に植民地大臣か ら出て きて いる。マク ドナ

ル ドの現地での個人的なコネクションが多すぎて、身動 きが とれな くなっている、という批判

も聞 こえ始めた。イギ リス当局の中で 「横の連 携」を広げたことに対する、ある種の反省が

あったのではないかと思われる。

1954年 の段階で、イン ドシナ戦争、 ジュネーブ会議を経て、SEATO(東 南 アジア条約機構)

が成立す るが、この時点でイギ リス外務省は、それまで決定を引き延ば して きた総弁務官 ポス

トに新たな決断を下 した。総弁務官を新たにSEATOの 連絡係と して維持するという決定であ

り、 この路線で他の部局への説得に成功 した。 これは、イン ドシナの影響の監視役 も含めて、

総弁務官の防衛上の役割を重視す る立場になる。 マク ドナル ドは1955年 に ロバー ト・スコッ ト

に交代させ られ、同年、首相 になったアンソニー ・イーデンの提案によって、総弁務官は首相

による直接任命を受け、必要なときは首相と直接交渉、相談をするということになった。 これ

は言い換えれば、再び 「縦 ライン」が強化されたことと考え られるだろ う。 このポス ト自体は、

1963年 のマ レーシアの成立 まで継続す ることになる。このような総弁務官の役割の変化か ら見

ると、冷戦の波及によって、 イギ リスはそれまでの 「横の連携」を重視 した自発的な地域協力

への 「地均 し」、 という先進的な態度か ら、軍事的 な地域協力を上か ら指導(「 縦の制御」)

をする態度にアプローチを変えたように思われ る。

5.域 外諸国、域内住民の地域認識への影響

このようなイギ リスの地域認識、総弁務官の役割の変化が、域外関連諸国、域内住民の地域
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認識にどの程度の影響を与えたのか、私な りの暫定的な結論 を出してみたい。 ここか らは大ま

かな仮説であり、 これを問題提起に代え させていただきたいと思 う。

まず、域外関連諸国である旧宗主国と してのオラ ンダ、フランスは、ある意味でイギ リスに

復帰の調整、域内住民のナショナ リズム との仲裁を行 って もらったとい うことか ら、推論では

あるが、東南アジア地域の調整役 としてのイギ リスに一 目置いていたと考え られる。同時にイ

ギ リスの地域認識の枠組 も、ある程度受け入れていたのではないか。現 にイ ン ドシナ問題では、

サイゴンとシンガポールとの間の高官の交流が非常に盛んにな っていた。

次にアメ リカは、当初、東南アジアをイギ リスの縄張りと考えて、あまり関与 しなか ったよ

うに思える。 しか し、冷戦の波及とイギ リスか らの要請を受 けて、1950年 頃か ら協力を始め、

特 にイン ドシナへ入 ることになる。 この点で決定的なのは、先程イギ リスが東南アジア地域を

どう定義 したか というところで触れたが、 イギ リス総弁務官の管轄範囲 としての東南アジアに、

フィリピンが入 っていなかったということである。 これは第二次世界大戦時の管轄区分をある

意味で引きず っていたのだろ う。SEATOで ある程度 の リンクはできたか もしれ ないが、アメ

リカにとってのフィリピンとは、あ くまで太平洋戦略の一環 としてあったという印象が大きい。

フィリピンは、イギ リスにとって は極東の一部であ り、アメ リカにとっては太平洋 の一部で

あ った。 フィ リピンが、英米にとっての東南 アジアとは、ある意味で別扱いされるような状況

が存続 していたのだろ う。

近隣諸国にっいてだが、オース トラリア、ニュー ジーラン ドは、どち らも英連邦の一国とい

うことになる。戦後のイギ リスによる地域の非植民地化と共に、 この両国の東南アジアへの関

心 は、当然なが ら近隣と して増大 していく。 この段階でイギ リスの 「地域的アプローチ」や総

弁務官の設置をそのまま倣う形で、オース トラリアは1954年 か ら、ニ ュージーラン ドは1955年

か ら、 シンガポールに同 じく東南 アジアを管轄する弁務官を設置す ることになる。

次 にイン ド、中国に関 しては、東南アジア域内にインド系、中国系住民がいるというっなが

りを持 っており、両国 とも近隣大国であるという点で共通だ と思 う。 イ ンドの地域的 リーダー

シップの可能性 はかな りあったと思われ る。1947年 にネールの提唱でアジア関係会議(中 東 も

含む)が 開かれている。1949年 には同 じ関係会議で イン ドネ シア問題を討議 し、同年春には、

イ ン ドの中国駐在大使が地域協議会議を提案 している。 これにはイギ リスの 「地域的アプロー

チ」に対抗 した意味 もあったのではないか。 これ に対 しては、イギ リスが期待 と危惧を持つ こ

とになる。 イギ リスは、 インドを東南アジアの地域協力における課題全体のカギ となる国であ

ると考えてお り、現にそれはコロンボ ・プランで は南 アジアに重点を置き、1954年 か ら登場 し
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た コロンボ ・グループを重視 してい くという立場 に表れている。 しか し、域内住民がイン ドの

拡大主義、あるいは介入への警戒感を抱いて いることか ら、イン ドが この地域の リーダーシッ

プをとることは難 しいとも考えてお り、結局 はイギ リスが リー ドす るしかないという論理に繋

が ってい く。

これに対 して、相互影響のような形で、1950年 にネールが、1956年 には周恩来がそれぞれ東

南アジアのイン ド系、中国系住民の二重国籍 に対 して消極的な態度を打ち出 した。っまり受け

入れ国で市民権を獲得す ることを奨励するようになった。 これは域内住民 とイギ リスの、イン

ド、中国の介入に対す る警戒感に対処す るものとして、ある意味でイン ドと中国が東南アジア

在住の イン ド系、中国系住民の現地志 向を促 した と解釈で きる。

次に域内住民について考えてみたい。 イギ リスの意図は、あ くまで も軍事 力、マンパ ワー、

資金力が減少 していく中で、アジア人の対英 「猜疑心」とナショナ リズム、反植民地主義の国

際世論 という四面楚歌の もと、どのように東南アジアに影響力を保持 してい くか、とい うこと

だ った。この方法の一っが、東南アジアの諸問題を地域全体の課題 として、駐在官や域内住民

に 「呈示」 していったということであり、域内諸国の自発的な地域協力のための 「地均 し」の

努力を した ことだ ったのではないか。 これは同時に、イギ リスに とって はコス ト減少に繋が り、

「猜疑心」を刺激 しない形でイギ リスの助けが必要な方向へ と地域をガイ ドする意味を持 って

いたと考えている。

もう一っの方法 として、地域の問題の国際化をはかり、アメ リカを協力体制に巻 き込んで重

荷を肩代わ りして もらうということがあった。 さらに敷術すれば、 日本のこの地域への復帰を

イギ リス当局がある程度許 してい く方向に向か ったの も、この重荷の肩代わ りということに繋

がっているのではないか と考えている。

この意味でイギ リスの地域認識は、あ くまで も他律的と言え るだろう。域内住民の リーダー

レベル、より厳密には大衆 レベルでの 自律的な地域認識が生 じない限 り、本当に地域 としての

「東南 アジア」が形成 された、とは言えない。 ただ し、この限界 は承知の上で、東南 アジア総

弁務官の役割を通 して イギ リスが果た した役割を評価するならば、次のようになるだろ う。ま

ず、域内の軍事戦略面 にとどまらない多 くの分野にわたる相互関係、あるいは共通問題に注目

し、それ らを駐在官やア ジア人の り一ダーに地域の問題 として 「呈示」 していった こと。その

ような問題対処のために、 リーダーレベルに限 られてはいるが、域内住民を も含めた人間の横

の交流 と連携を図ってい った こと。 この二つの意義は評価されてよいと思 う。 この点でイギ リ

スの東南ア ジア認識 は、域内 リーダーの地域認識、特にマラヤ初代首相 ラーマ ンは、地域協
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力構想を1958年 頃か ら打ち出してい くが、これにも一定の影響を与えたのではないかと推察 し

ている。

イギ リスは、太平洋戦争直前から地域 内の連携の必要性を認識 し、戦中か ら地域機構を比較

的遠い将来の構想 としては持っていたよ うだ。 しか し、地域の自発性 を育て るのが先決である

とい う立場をとっていた。 ところが地域の リーダー間の具体的、積極的な協力が十分進まない

うちに冷戦が波及 し、戦略面で冷戦に対処する努力を急 ぐことにな った。共産化に対す る危機

意識が、域内住民の自発的な地域認識を促 したことは確かだと思 う。 しか し同時に、総弁務官

の役割の変化に表れたよ うに、協力の回路が軍事戦略面に集中され、イギ リスの垂直的な 「縦

ライ ン」による、他律的な指導の要素が強化 された点か ら考えれば、協力の回路が狭め られて

しまった印象 も拭えない。特 に非戦略部分での域内協力や対話は減 っていったと思われ る。

(注1)こ のイギ リスの方針変化 にっ いての表現

proach)

(from

は 、 既 に ニ コ ラ ス ・タ ー リ ン グが 使 って い る。

imperial

しか し、

approach to

タ ー リ ン グ は 、

regional ap-

イ ギ リ ス が 、

独力で自己の影響下の地域に安定を供与するという従来の態度を変えて、東南アジア地域に関

与 してい る他の域外大国や宗主国(米 ・蘭 ・仏)、 あるいは域内独立国のエ リー トと協力 して

地域全体の安定を図 るようになったことをさしており、本報告で注目している、 「縦の制御」

か ら域 内の 「横 の連携 」の重視への移行 とは、やや異 な った意味で 用いてい る。(Nich olas

Tarling, The Fall of Imperial Britain in South-East Asia, Oxford University Press, 1993, 

pp. 157-158, 187-188, 206-207.)

(注2) この変化の定義の方は、す で に 、 脱植民地化研究における共通理解になっている。
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(Public Record Office UK.).

コメ ン ト

中 野 聡

　 まず私の討論者 としての問題意識を最初に述べてお きたい。私はアメ リカの対外政策史、

フィリピン政治史の双方 にまたがる関心か ら、主 に戦前、1930年 代か ら1946年 の共和国独立 に

至るまでのフィリピン独立問題史を研究 して きた。1930年 代の時点では、様々な意味で脱植民

地化の契機が米比間に存在 していたにも関わらず、結果として戦後の独立後 も、米比二国間の

特殊関係の連続性が維持 された。 このプロセスを検討 して きた私の問題設定か らこのシンポジ

ウムのテーマを捉えると、地域連関形成の消極的要因、その障害、限界面、あるいは未形成の

原因 としての米比二国間特殊関係の在 り様を考え ることになるだろ う。 このような視点から、

論点を増やす方向で話題を提供 してみたい。

　 都丸 さんの ご報告では、総弁務官の問題 を中心 に、イギ リスの冷戦以前に遡 る地域的 アプ

ローチの存在が検討 された。1949年 以降の冷戦アプ ローチで はな く、 もっと早い時期に横のア

プローチがイギ リスには存在 していたことが明らかにされたが、 このような事実は、冷戦史的

な視点に傾 きがちなアメ リカ中心の外交史研究では欠けがちな視点であ り、非常に重要だと思

う。私 自身 も参加 した論文集r占 領改革の国際比較』(三 省堂,1994)は 、主と して連合国の戦

後 占領のあ り方をヨーロッパ、 日本、ア ジアにっ いて比較するものであ ったが、この中にイギ

リスによる東南アジア再占領の問題が取 り上げ られて いないことについて小林英夫 さんから批

判を受けた。 このよ うな点か らも、アメ リカの東南アジアにおける地域 アプローチの弱さ、あ

るいはその失敗、二国間アプローチへの傾斜 ということにつ いて話をす る必要があるだろう。

もう1点 、宗主国の他律的アプローチが、域内住民の 自律的な地域認識 にどういう影響を与え

たのかという都丸 さんの問題提起は、地域研究と国際関係論を繋 ぐ視点 として非常に重要であ

ろ う。 この点について も何か話を したいと思 っている。

　 まずア メリカはなぜ地域的アプローチに弱かったか、失敗 して きたのか。 ローズベル ト政権

期か ら1940年 代の地域的アプローチの欠如という点 にっいては、グローバルな世界構想の中で、

アメリカなりに ジュニアパー トナーとして位置づ けたイギ リスへの依存や期待があったことは
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勿論だろう。 また、アメ リカ外交史を全体的に見 ると、アメ リカの外交政策の中ではグローバ

ルな自由化構想とい う意味での普遍主義的なアプローチがあり、他方では非常に個別具体的な

二国間アプローチがあ ったが、その中間の地域アプローチは、弱かったように思 う。 これはア

メリカの現代外交史 にある意味で共通す る特徴か もしれない。

さて、実際にアメ リカが地域的アプローチを始めた冷戦期だが、 これ はなぜ うまく進 まな

か ったのだろ うか。アメ リカが地域的アプローチを真剣に考えるようになったの は、冷戦の枠

組 みの中で共産主義封 じ込めの問題が出て きたためである。1949年7月 に承認 されたNSC51、

アメリカの東南アジア政策においては、東南アジア諸国へのアプローチにっいて、フィ リピン、

そ して英連邦諸国 とのマルチラテラルな協力関係 を取り入れる必要性、 さらに東南アジア地域

を、イン ド、オース トラリア、 日本との大三角形か らなる一体の地域の一部として見るような、

非常に大 きな枠組 みの設定が確かに行われている。アメ リカが、反共封 じ込め政策 とい うフ

レームワークか ら、グローバルな、そ して リージ ョナルなアプローチを試みようとしていたこ

とが窺われる。 しか し実際にはアメリカがイニシアチブをとろうとした東南アジアへの地域的

アプローチは成果を上 げず、 フィ リピンとイン ドシナについての二国間的なアプローチに傾斜

し、 しか もそれに失敗 してアメ リカはベ トナム戦争に敗北す る最悪の結果となった。

この プロセスを通 じて、アメ リカは現代の東南アジアにおける地域連関形成に繋が るよ うな

リーダーシップ獲得の機会 を失 った。その要因について2点 が挙 られるだろう。第1点 は、ア

メ リカの地域的アプローチの基礎が、封 じ込め政策を第一義の 目的 と していた ことだ。 ヨー

ロッパでは封 じ込めは、 ヨー ロッパ諸国の東西分割を通 じて地域的な集団安全保障機構 と結び

つ くものであったが、 アジアでの反共封 じ込めは、各国における国内の共産主義革命の封 じ込

めが目的とされた。各国別のアプローチで対処せざるをえない問題であり、実際に もそのよう

なアプローチに傾いて いかざるをえなかった。 そ うした二国間アプ ローチの一っの成功例 と

なったのが、アメ リカのフィリピンにおける1946年 以来の内戦の制圧であった。ただ しこれは、

既存のコロニアルボ ンドに深 く依存 した内政干渉を通 じて初めて成功 したことをっけ加える必

要があるだろう。

第2点 は、アメ リカが東南アジアにアプローチす る時に、太平洋戦略上の基地 として確保 し

ていたフィリピンを通 じたアプローチに傾斜 したことが挙げ られるだろう。 フィ リピンという

チ ャネルを通 じたアプローチを東南アジアに対 してせ ざるをえない。あ るいはフィリピンを配

慮 したアプローチをせざるをえなかった。

では、なぜフィリピンを通 じたアプ ローチが失敗に繋が るのか。第1に 、フィリピンは客観

24



的に東南アジア地域の要 とい う位置づけを与え ることができない存在であった。第2に 、アメ

リカの フィ リピンに対するアプローチは、結局 コロニアルボ ンドを通 じたアプローチで しかな

か った。本来アメ リカは東南アジア政策の中で非植民地化を支援す るデ コロナイザーの立場に

あったのに、結果 としてコロニアルボン ドを持つ国を通 じたアプローチ しかで きなか った。 こ

こに も、失敗の要因があった。第3に 、フィリピン自身の地域に対するアプローチと、アメリ

カが 目指 した東南アジアに対するアプローチは整合性が乏 しか った。そ してアメリカとしては

フィリピンを配慮 しなければな らない事情があ り、東南アジアに対 して整合性のあるアプロー

チが しに くか った ことが指摘で きる。

例えば、1949年 のパ シフィック ・アライア ンスの問題で、中華民国、韓国、フィ リピンか ら

提起 された反共同盟的な色彩の強い地域構想にアメリカは乗 らなか った。逆に対日講和問題と

結びっいて日本を含あた集団安全保障の枠組みを推進 した。1951年 の段階では、フィリピンが

これに対 して懸念と反発を示 した。 このような米比のズ レが アメ リカの東南アジア政策を制約

して きたのではないか。総 じて言えば、アメリカの東南アジアへのアプローチに対 し、フィリ

ピンの関わり方は消極的であった。それはアメ リカとの米比二国間特殊関係、同盟関係の強さ

と表裏一体であり、また経済的に言えば、戦前以来、フィリピンが持つ周辺諸国との経済関係

の希薄 さが、`70年 代まで尾を引いていたことと結 びついていたと思える。

さらに、フィリピン国民の地域認識は、アジア諸国との間に距離感があ ったのではないか。

これは都丸さんの域内住民の地域認識 という問題提起にも関わるものだ ろう。この点に関連 し

て・まず・国家や政府・エ リー トというレベルで見出される・第二次世界大戦史に呪縛 された

外交政策観をあげておきたい。第二次世界大戦の日本軍侵攻の段階において、ア メリカはフィ

リピン防衛 に失敗 し、フィリピンは非常 に過酷な体験を強い られた。これは1935年 にフィリピ

ンの コモ ンウェルス政府が発足 して以降、アメリカの主導援助の下で進められてきた国軍整備

が不十分であったこと、より根本的には、ア メリカが戦前のフィ リピン防衛 に対 して、確固た

るコ ミッ トメン トを して こなか った結果で もあ った。その 「歴史の教訓」か ら政府、国家エ

リー トが見出 した答えは、 フィリピン防衛に対する徹底 したアメリカのコミッ トメン トを確保

することによって、自国の安全保障を実現 しようとい うものであ った。 このため、戦後の政府

外交は米比の協力の論理 としての反共主義に傾斜 し、アジアにおける中立非同盟主義との間に

懸隔を生 じさせ る原因ともなった。

こうしたエ リー トの議論 と無関係ではないのが、国民 レベルの意識である。1960年 代頃まで

は、フィリピンが アジアに帰属 しているという考え方に、フィリピンの国民意識 の中で一種の
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拒否反応があった。例えば1950年 代の半ば、フィリピンの外交当局者が、 「アジア人のための

アジァ」 というスローガンを掲げ、物議を醸 した。 このような国民意識に日本 占領時代の経験

が影を落 としていた ことは言 うまで もない。

地域認識、あるいは地域連関の形成 にっいての自律的な要因、他律的な要因を捉えるには、

旧来、冷戦期に言われていた議論とは異なる捉え方が必要だろ う。 自律的な要因としては、冷

戦期のフィリピン論では、エ リー トの レジームの問題に全てを還元す る傾向があったと思 うが、

もう少 しマスな国民意識 も検討する必要があるだろ う。他律的な問題要素 としては、フィ リピ

ンのナショナ リス ト史学では、アメリカ帝国主義の コンス ピラシーとして米比関係の全ての経

過を説明する傾向が強い。 しか し、実際にはアメリカにとってはむ しろフィリピンが東南アジ

ア政策の足枷になっている要因があ り、 このような面をもう少 し検討す るべ きで はないか と感

じている。

最後に都丸 さんに質問を一つだけ。最後の問題提起で言われた宗主国の他律的なアプローチ

が、地域住民の自律的な認識 にどういう影響を与えたのかを考察することは極めて重要な問題

だが、どういうデ ィシプ リンで分析 して いくべきものなのか。歴史学、政治学、社会学、経済

学、色々なや り方があると思 うが、非常 にやりに くい問題で もある。 どういうアプローチが可

能なのだろうか。

質疑応答

立本 漠然 とした疑問なのだが、日本の大東

亜共栄圏 とはどのような関連が考えられるだ

ろうか。1941年 の成立時における変化 もある

だろうし、 もう一っは住民に与えた影響がど

のように考え られるのだろうか。

また、 「帝国的アプローチ」か ら 「地域的

アプローチ」へ というイギ リスの政治家の言

葉を引用されたが、本当に帝国秩序か ら地域

秩序に移ったのだろうか。その内容や目的は

影響力の保持と結論 されたように思うが、こ

れはむ しろ冷戦体制以降に植民地分割の破綻

が確実になった以降の ことではないか。では

それ以前の地域秩序とは、権益保護以外の地

域秩序を本当にイギ リスが認識 していたのだ

ろうか。

村嶋 「サウス ・イース ト・エイジア」とい

う言葉が、公式、あるいは国際的に使われた

のは1943年 という話だったが、1930年 代初め

にイギリスの外交官がタイにっいて報告 した

文書には、ヘッ ドに 「サウス ・イース ト・エ

イジア」と書かれている(次頁の1934年 のサ

ンプル参照)。外務省の機関の名称に冠 された
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のは比較的新 しいことかもしれないが、少な

くとも外交文書の中ではもっと遡り、 「東南

アジア」は分類のヘ ッドになっていることが

指摘できる。

イギ リス公立公文書館の イギ リス外務省資料

また、アメリカはイギ リスに遠慮 して、東

南アジアを縄張 りとは思っていなか ったとい

う報告であったが、1940年 の末に起 こった、

タイ仏印紛争へのアメリカの役割は無視でき

ぬものがあった。イギ リスは独自で この問題

に対処 しきれず、結局アメリカの判断に頼 ら

ざるをえなかった。イギ リスはタイの失地回

復を支援 していたが、アメリカは現状維持と

いうことで、タイの失地回復を助けず、それ

でイギ リスの対タイ政策はアメリカにおされ

てうまくいかなかったのである。アメリカの

東南アジアに対する影響力は、少な くとも19
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39年の第二次世界大戦開始以降は相当あった

と思 う。

都丸 まず、中野さんのご質問の、自律的な

地域の人達の意識に、宗主国の地域認識がど

う影響 したか ということを研究する方法論は

何か、ということだが、これは非常に重大な

問題だと思う。私自身の反省を込あて言えば、

中野さんはエ リー トレベルと国民大衆 レベル

と、現地国内で もきちんと分けて地域認識を

把握するアプローチを とってお られたが、そ

れに対 して私の今回の報告では、主にイギリ

スの資料を中心に使っており、現地住民の レ

ベル、特に大衆 レベルの認識の把握が不十分

である。地域研究や一国研究の立場から、現

地語で書かれた新聞などを含めた現地資料を

使いながら見てい く視点の必要性を感 じた。

ただ し、逆に、あまりに影響 したかとい うこ

とに目を開きすぎて、宗主国の認識 と現地住

民の認識を強引に繋げて しまう危険 もあると

感 じている。

立本さんの、日本の大東亜共栄圏 との関連、

住民に与えた影響というご質問は、私の専門

範囲と異なっており、後のディスカッション

の場に譲 らせていただきたい。

「帝国的アプローチ」か ら 「地域的アプ

ローチ」に変わったという考え方を もとに、

「縦の制御」から 「横の連携」へという仮説

を立てたが、本当にそれが権益保護i以外の地

域秩序を志向していたのか、というご質問に

は、私自身 もそれに対する疑問を持ち続けて



いる。やはりイギ リスは自国の利益、いかに

植民地に影響を残 しつっ、形式上の非植民地

化をはかるかを第一目的 としていたことは否

めない。ただ敢えて、それ以外に何か役割が

あるとす るならば、何が言えるのかという点

に注目し、今 日の報告を組み立ててみた。

それから村嶋さんのご指摘の中では、タイ

についての英国文書にサウス ・イース ト・エ

イジアという項 目分類が1930年 代の初めから

出て くるという、大変重要なご指摘があった。

国際的に公式なポス トの名前や領域の名前と

して使われていたことはなか ったが、マラヤ

に関するイギリス植民地省、外務省の書類の

上でも、1943年 以前か ら、サウス ・イース ト・

エイジアという表現が何回か出ていることは、

念のために補足 しておきたい。

もう一点、1940年 代末か らのアメリカは、

既にイン ドシナなどに関 してはイギリスの縄

張 りとだけは見てはお らず、かなりの影響力

を及ぼしていた、タイの失地回復については、

特に大 きな影響を及ぼ していた、というご指

摘 も、非常に重要だと思う。私の報告はマラ

ヤを中心にしたたあに、その周辺に関する考

慮が欠けていたのを反省 している。特にこれ

はアメリカの ことにっいてで もあり、機会が

あれば、中野さんにお答え頂ければと思 う。
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